
平成２６年度 第１回 城陽市障がい者自立支援協議会 全体会次第 

 

日時 平成２６年１０月２０日（月） 午後２時より 
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○城陽市障がい者自立支援協議会設置要綱 

平成23年９月１日 

告示第61号 

（設置） 

第１条 障がい者が自立した生活を営むことができる地域社会の構築、障がい福祉に関する関係

者の連携及び支援体制に関する協議を行う場として、城陽市障がい者自立支援協議会（以下「協

議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 困難事例への対応のあり方に関すること。 

(2) 関係機関によるネットワークの構築及び改善に関すること。 

(3) 障がい福祉に係るサービスの開発及び改善に関すること。 

(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。 

(5) 障がい福祉の計画に関すること。 

(6) その他障がい福祉の増進に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員30人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は

任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 相談支援事業所の関係者 

(3) 医療機関の関係者 

(4) 教育機関の関係者 

(5) 障がい当事者団体の代表 

(6) 地域住民の代表 

(7) 行政機関の職員 

(8) その他市長が必要と認める者 

（協議会の委員の任期） 

第４条 協議会の委員（以下「委員」という。）の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合は、補欠の委員を置くことができる。この場合における委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 



２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、委員のうちから会長が選任する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第６条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。 

（意見の聴取） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、その説明若し

くは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（個人情報の保護） 

第８条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同

様とする。 

（運営調整会議） 

第９条 協議会全体の円滑な運営、協議会への報告又は専門部会間の調整に関する協議を行うた

め、協議会に運営調整会議を置く。 

（専門部会） 

第10条 第２条に定める協議会の所掌事務に関する個別の課題について、必要な調査、検討等を

行わせるため、協議会に専門部会を置くことができる。 

（庶務） 

第11条 協議会の庶務は、障がい福祉担当課において処理する。ただし、市長が適当と認めたと

きは、協議会の庶務を指定相談支援事業所に委託することができる。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て定める。 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

（平成26年10月１日付廃止） 

 

 

 

 

 



城陽市執行機関の附属機関の設置等に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例で別に定めるもののほか、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、附属機関の設置

等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 市長及び教育委員会（以下「市長等」という。）に附属機関を置き、その名称、担任す

る事務並びに委員の定数及び任期は、別表のとおりとする。 

 （委員の委嘱等） 

第３条 附属機関の委員は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関が担任する事務に応じ

て市長等が適当と認める者のうちから、市長等が委嘱し、又は任命する。 

 （委員の任期の例外等） 

第４条 第２条の規定にかかわらず、補欠の附属機関の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 第２条に規定する附属機関の委員は、再任されることができる。 

 （特別委員及び専門委員） 

第５条 附属機関に、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があるときは特別委員を、

専門の事項を調査させるため必要があるときは専門委員を置くことができる。 

２ 特別委員及び専門委員は、学識経験のある者その他市長等が適当と認める者のうちから、市

長等が委嘱し、又は任命する。 

３ 特別委員にあっては特別の事項に関する調査又は審議が終了したときに、専門委員にあって

は専門の事項に関する調査が終了したときに、それぞれ解職され、又は解任されるものとする。 

 （部会） 

第６条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があるとき

は、部会を置くことができる。 

２ 附属機関は、その定めるところにより、部会の決議をもって附属機関の決議とすることがで

きる。 

 （秘密を守る義務） 

第７条 附属機関の委員（特別委員及び専門委員を含む。）は、職務上知り得た秘密を漏らして

はならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属

機関の属する執行機関が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２６年（２０１４年）１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 



第２条 この条例の施行の際現に従前の旧附属機関（この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）前に存する合議体で別表に掲げる附属機関に相当するものをいう。）の委員である者は、

それぞれ施行日に同表に掲げる附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。

この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、同表に掲げ

る委員の任期にかかわらず、施行日における従前の旧附属機関の委員としてのそれぞれの任期

の残任期間とする。 

別表（第２条関係） 

 １ 市長の附属機関 

名称 担任する事務 委員の定

数 

委員の任期 

城陽市技能功

労者選考委員

会 

城陽市技能功労者の選考に関する事項について、

市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。 

１０人以

内 

２年 

城陽市障がい

者自立支援協

議会 

障がい福祉の計画や増進等に関する事項につい

て、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するこ

と。 

３０人以

内 

２年 

城陽市地域密

着型サービス

運営委員会 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定に

基づき、地域密着型介護サービス費等の支給及び

指定地域密着型サービス事業者の指定等に関する

事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び

審議すること。 

８人以内 ２年 

城陽市地域包

括支援センタ

ー運営協議会 

地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運

営の確保に関する事項について、市長の諮問に応

じ、調査し、及び審議すること。 

７人以内 ２年 

城陽市老人ホ

ーム入所判定

委員会 

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１１

条第１項に規定する老人ホームへの入所措置及び

当該措置の継続の要否に関する事項について、市

長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。 

１０人以

内 

２年 

城陽市休日急

病診療所運営

委員会 

城陽市休日急病診療所の運営及び診療所における

事故対策等に関する事項について、市長の諮問に

応じ、調査し、及び審議すること。 

８人以内 ２年 

城陽市予防接

種健康被害調

査委員会 

予防接種法（昭和２３年法律第６８号）の規定に

基づき実施した予防接種による健康被害に関する

事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び

審議すること。 

５人以内 ３年 

城陽市要支援

児童保育指導

委員会 

要支援児童に対する加配保育士の配置の可否その

他要支援児童の保育に関する事項について、市長

の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。 

５人以内 １年 

城陽市生涯学

習推進会議 

生涯学習の推進に関する事項について、市長の諮

問に応じ、調査し、及び審議すること。 

１５人以

内 

２年 

 ２ 教育委員会の附属機関 

名称 担任する事務 委員の定

数 

委員の任期 



辻奨学生選考

委員会 

辻奨学生の選考及び奨励金等の交付に関する事項

について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び

審議すること。 

１０人以

内 

２年 

城陽市就学指

導委員会 

心身に障がいのある児童、生徒及び幼児に対して行

う就学指導に関する事項について、教育委員会の諮

問に応じ、調査し、及び審議すること。 

３５人以

内 

２年 

城陽市立幼稚

園就園指導委

員会 

心身に障がいのある幼児の就園指導に関する事項

について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び

審議すること。 

１０人以

内 

２年 

城陽市史跡整

備委員会 

城陽市内に所在する国指定史跡等の整備計画に関

する事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査

し、及び審議すること。 

６人以内 ２年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



城陽市障がい者自立支援協議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、城陽市執行機関の附属機関の設置等に関する条例（平成２６年城陽市条例

第１５号。以下「条例」という。）第８条の規定に基づき、城陽市障がい者自立支援協議会（以

下「協議会」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員の資格） 

第２条 条例第３条に規定する市長が適当と認める者は、次に掲げる者とする。 

(1) 相談支援事業所の関係者 

(2) 医師 

(3) 教育職員 

(4) 障がい者団体の代表 

(5) 関係行政機関の職員 

(6) 公募による市民 

(7) その他市長が必要と認める者 

（会長及び副会長） 

第３条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、委員のうちから会長が選任する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第４条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が在任しないとき

の協議会は、市長が招集する。 

２ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 

４ 協議会は傍聴することができる。ただし、城陽市情報公開条例（平成１４年城陽市条例第８

号）第７条各号に規定する不開示情報を保護する必要がある場合には、委員の協議により非公

開とすることができる。 

（意見の聴取） 

第５条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、その説明若し

くは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （運営調整会議） 

第６条 協議会全体の円滑な運営、協議会への報告又は部会間の調整に関する協議を行うため、

協議会に運営調整会議を置く。 

 （庶務） 

第７条 協議会の庶務は、障がい福祉主管課において処理する。ただし、市長が適当と認めたと

きは、協議会の庶務を指定相談支援事業所に委託することができる。 

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日（平成 26年 10月１日）から施行する。 

 （経過措置） 



２ 第３条第２項及び第４項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の協議会に相当

する合議体の会長又は副会長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に協議会の会長又は

副会長として定められたものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  城陽市障がい者自立支援協議会の傍聴に関する要領（案） 

 （目的） 

第１条 この要領は、城陽市障がい者自立支援協議会規則（平成２６年城陽市規則第２０号。以

下「規則」という。）第８条の規定に基づき、城陽市障がい者自立支援協議会（以下「協議会」

という。）の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定員） 

第２条 傍聴人の定員は、３人とする。ただし、会長が協議会に諮って会議に支障がないと認め

られた場合は、この限りでない。 

 （傍聴の手続） 

第３条 協議会を傍聴しようとする者（以下「傍聴希望者」という。）は、会長の許可を受けな

ければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする場合は、会議開始時刻の１５分前までに、会議場入口において

傍聴人受付票（別記様式）に自己の住所及び氏名を記入し、当該傍聴人受付票を事務局に提出

しなければならない。 

３ 前項の規定により傍聴人受付票を提出した傍聴希望者の数が前条に規定する定員を超えな

い場合にあっては当該傍聴希望者を傍聴人に決定し、超える場合にあっては当該傍聴希望者の

中から抽選により傍聴人に決定するものとする。 

 （傍聴できない者） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。 

(1) 酒気を帯びていると認められる者 

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者 

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者 

(4) 前３号に定めるもののほか、会長が傍聴を不適当と認める者 

 （傍聴人の遵守事項） 

第５条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) みだりに傍聴席を離れ、又は不体裁な行為をすること。 

(2) 私語、談話、放歌、高笑その他騒ぎ立てること。 

(3) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明すること。 

(4) はちまき、腕章の類をする等示威的行為をすること。 

(5) 飲食し、又は喫煙すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は他人に迷惑となる行為をすること。 

（写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止） 

第６条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。た

だし、特に会長の許可を得た傍聴人は、この限りでない。 

 （会長の指示） 

第７条 傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。 



 （違反に対する措置） 

第８条 会長は、傍聴人がこの要領の規定に違反していると認められる場合は、当該傍聴人に対

して必要な措置を講じることができる。 

２ 会長は、傍聴人が前項の規定による命令に従わないときは、当該傍聴人に対して会議場から

退場を命じることができる。 

（適用除外） 

第９条 この要領の規定にかかわらず、城陽市執行機関の附属機関の設置等に関する条例（平成

２６年法律第１５号）第６条の規定に基づき設置する部会及び規則第６条に規定する運営調整

会議は、傍聴を認めない。 

附 則 

この要領は、平成２６年（２０１４年） 月 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



傍聴人心得 
 

城陽市障がい者自立支援協議会 

 

次のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができません。 

１ 酒気を帯びていると認められる者 

２ 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者 

３ 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者 

４ その他、会長が傍聴を不適当と認める者 

 

 

傍聴人は次に掲げる行為をしてはなりません。 

１ みだりに傍聴席を離れ、又は不体裁な行為をすること。 

２ 私語、談話、放歌、高笑その他騒ぎ立てること。 

３ 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明する

こと。 

４ はちまき、腕章の類をする等示威的行為をすること。 

５ 飲食し、又は喫煙すること。 

６ その他、会議の秩序を乱し、又は他人に迷惑となる行為をすること。 

 

 

写真、ビデオ等の撮影及び録音は禁止されています。 

傍聴人は、傍聴席においては、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音してはな

らない。撮影又は録音をする場合は、許可が必要となるため事務局に申し出る

こと。 

 

 

傍聴人は、会長の指示に従わなければなりません。 

 協議会の運営上、支障があると認められる場合、会長の指示に傍聴人は従わ

なければなりません。 

 

 



城陽市手話言語条例（仮称）の制定について 

 

 

【経過】 

手話は音声言語である日本語とは異なる１つの言語であり、障害者の権利に関する条約

や、障害者基本法において、「手話は言語である」と位置づけられている。しかし、手話は

言語という認識は、社会的には浸透しておらず、手話を使用する環境も十分には整備さて

いるとは言えない。 

全国を先駆けて、平成２５年１０月に鳥取県ではじめて手話言語条例が施行された。そ

の後、他の市町も、手話言語条例を制定するようになってきた。 

福祉先進都市を掲げる城陽市としても、手話が言語であるという理念を広く市民に周知

し、また、手話が使いやすい環境の構築を目指すために、手話言語条例の制定に向けての

取り組みを平成２６年度より進めることとなった。 

 

 

【条例制定に向けた組織図（イメージ図）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討委員会： 

●市の各部の次長級により構成（福祉保健部長が会長、各部等の次長が９名） 

●事務局として、福祉保健部次長、担当係長、担当職員（手話通訳者含む）が出席 

●手話言語条例案について検討 

●意見聴取からの意見について検討委員会として報告を受け、協議を行う 

●各部等にて、手話に係る施策について協議 

●検討委員会にて出た意見を意見聴取に報告 

 

検討委員会 

意見聴取 

聴覚言語障がい支援部会 

事務局 

 

条例案に対する意

見等、協議で出た

内容を報告 

部会長 

 

条例案等への協議

内容、意見を報告 

事務局 

 

検討委員会にて検

討した内容を報告 

部会長 

 

意見聴取での話し

合いについて報告 



意見聴取： 

●全日本ろうあ連盟、京都府聴覚障害者協会、京都手話通訳問題研究会、城陽市ろうあ

協会、城陽市手話通訳者会、聴覚言語障がい支援部会のそれぞれの代表より構成 

●事務局として、福祉保健部次長、担当係長、担当職員（手話通訳者含む）が出席 

●検討委員会や聴覚言語障がい支援部会の協議内容の報告を受け、それらも踏まえ、手

話言語条例案、施策の推進法案について意見交換を行う 

●意見聴取にて出た意見を取りまとめ、検討委員会や聴覚言語障がい支援部会に報告 

 

聴覚言語障がい支援部会 

●市内のろう者、手話通訳者、難聴者、要約筆記奉仕員等により構成 

●手話言語条例案について協議 

●意見聴取にて話し合われた内容を報告 

●部会にて出た意見を取りまとめ、意見聴取に報告 

 

事務局 

●福祉保健部次長、担当係長、正規職員２名（手話通訳者含む）、嘱託職員２名（手話通

訳者）により構成 

●検討委員会、意見聴取の日程調整やそれぞれで出た意見の集約を行う 

●他市町の条例について調査、研究を行う 

 

 

【参考】 

 

先に手話言語条例を制定している自治体 

平成２５年１０月１１日施行 鳥取県 

              「鳥取県手話言語条例」 

平成２６年 ４月 １日施行 北海道 石狩市 

              「石狩市手話基本条例」 

北海道 新得町 

「手話に関する基本条例」 

三重県 松阪市 

「松阪市手と手でハートをつなぐ手話条例」 

平成２６年 ７月 １日施行 佐賀県 嬉野市 

              「嬉野市心の架け橋手話言語条例」 

平成２６年１０月 １日施行 北海道 鹿追町 

              「手話に関する基本条例」 



（  協  議  中  ） 兵庫県 篠山市 

福島県 郡山市 

兵庫県 三木市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



城陽市手話言語条例（仮称）骨子案 

 

１．前文 

手話は、音声言語である日本語とは異なる言語として、ろう者が自らの意思や考えを表現し、

伝えるとともに、他者の思いや考えを理解する意思疎通の手段として使用され、これまで育まれ

てきました。 

平成２３年８月５日に施行された障害者基本法の一部を改正する法律の規定による一部改正

後の障害者基本法及び、平成２６年１月２０日に批准され、同年２月１９日に効力が発生した障

害者の権利に関する条約において、言語には手話を含むことが明記されましたが、手話が言語で

あるという認識は未だ社会において浸透しておらず、手話を使用する環境が十分には整っていな

かったことなどから、ろう者は必要な情報を得ることやコミュニケーションをとることに不便や

不安を感じながら生活をしてきました。 

このような状況に鑑み、城陽市のまちづくりにおいては、手話が言語であるとの認識を広め、

手話による意思疎通ができる社会を目指し、ろう者の社会参加をより一層推進するとともに、市

民にとって手話がより身近に感じることができるよう積極的に取り組むことが必要です。 

ここに、手話による自由な意思疎通が保障される社会の形成についての基本理念を明らかにし

てその方向性を示し、将来に向かって市及び市民が当該社会の形成に関する取組を総合的かつ計

画的に推進するため、この条例を制定するものです。 

 

２．目的 

手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び、手話の普及を図り、地域にお

いて手話が使いやすい環境を構築するために、市の責務及び市民の役割を明らかにし、また、総

合的かつ計画的な施策の推進を図り、全ての市民が心豊かに暮らすことができる地域社会の実現

に寄与することを目的とします。 

 

３．基本理念 

 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話による

意思疎通を円滑に図る権利が全ての市民に保障されることを基本として行うこととします。  

 

４．市の責務 

基本理念にのっとり、市民の手話についての理解を深めるとともに、手話による意思疎通がで

きる社会づくりを推進し、手話を用いての社会参加及び、手話の獲得、習得の機会を保障するた

めに必要となる施策を実施することとします。 

 

５．市民の役割 



（１）市民は、基本理念に対する理解を深め、市が実施する施策に協力し、手話についての理

解を深めるよう努めることとします。 

（２）ろう者は、市の施策に協力するとともに、手話の意義及び基本理念に対する理解の促進

並びに手話の普及に努めることとします。 

 

６．施策の策定及び推進 

（１）市長は、施策を推進するための方針（以下「施策の推進方針」という。）を策定すること

とします。 

（２）施策の推進方針は、市長が別に定める障がい者に係る計画との調和が保たれたものでなけ

ればならないこととします。 

（３）施策の推進方針においては、次の事項を定めることとします。 

① 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関すること。 

  ② 手話の獲得及び習得に関すること。 

③ 手話による情報取得に関すること。 

  ④ 手話による意思疎通支援の拡充に関すること。 

  ⑤ その他、市長が必要と認めること。 

 

７．財政上の措置 

手話に関する施策を推進するために、必要な財政上の措置を講ずるよう努めることとします。 

 

８．城陽市手話施策推進会議 

次の事務を行うため、城陽市手話施策推進会議を設置します。 

① 手話に関する施策についての評価。 

② この条例及び施策の推進方針の内容についての調査及び検討。 

③ その他、市長が必要と認めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



城陽市における障がい者就労施設等からの物品等の 

調達の推進を図るための平成２６年度方針 

 

第１ 目的  

本市では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」

（以下「障害者優先調達推進法」という。）第９条の規定に基づき、障がい者施設等で就

労する障がい者及び在宅で就労する障がい者の自立を促進するために、平成２６年度方針

を定め、障がい者就労施設等が供給する物品等の調達を一層推進する。  

 

第２ 適用範囲  

本方針の適用範囲は、市の全ての機関における物品等の調達に適用するものとする。  

 

第３ 障がい者就労施設等の範囲  

本方針の対象となる障がい者就労施設等は、次のとおりとし、できるかぎり市内に事業

所のある障がい者施設等を優先することとする。  

ア 障がい者支援施設  

イ 地域活動支援センター  

ウ 障がい福祉サービス事業を行う施設（生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行

う事業に限る。）  

エ 物品等の調達をあっせんし、又は障がい者就労施設等と市との間の物品等の調達を仲

介する等の業務を行う共同受注窓口である城陽市障害者就労促進授産支援ネットワー

ク（あんだんて） 

オ 障がい者の地域における作業活動の場として障害者基本法第１８条第３項の規定に 

より必要な費用の助成を受けている施設（小規模作業所）  

カ 障害者優先調達推進法施行令（平成２５年政令第２２号）第１条第１号に規定する事

業所（特例子会社） 

キ 障害者優先調達推進法施行令（平成２５年政令第２２号）第１条第２号に規定する事

業所（重度障がい者多数雇用事業所）  

ク 自宅等において物品の調達、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者（在宅就業障が

い者） 

ケ 在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体（在宅就業支援団体） 

 

第４ 平成２６年度調達目標  

平成２６年度の調達目標を次のとおり定める。  



 （単位：千円） 

 

第５ 調達を推進する物品及び役務  

調達を推進する物品等は次のとおりとするが、記載のない物品等の調達も検討し、出来

る限り幅広い分野から調達するよう努める。  

（１）物品  

・ 食品類（弁当、菓子、パン等）  

・ 日用品・雑貨類（被服、工芸品、手芸品等）  

・ 農作物類（野菜、花、米、茶等）  

・ 印刷物類（報告書、広報誌、リーフレット、ポスター、ちらし、名刺、点字出版物 等）  

・ その他障がい者就労施設等が提供可能な物品  

（２）役務  

・ 軽作業（袋詰め、封入、包装、発送等）  

・ 清掃・除草  

・ クリーニング  

・ データ入力  

・ ホームページ管理  

・ その他障がい者就労施設等が提供可能な役務  

 

第６ 物品等の調達の推進方法  

障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、次の取組を行う。  

（１）調達の推進に必要な情報の提供  

福祉保健部福祉課は、障がい者就労施設等が提供可能な物品等の内容等、その調達の

推進のために必要な情報を市のすべての機関に提供する。 

（２）障がい者就労施設等の供給能力の向上 

障がい者就労施設等が供給する物品等について、質の向上及び供給の円滑化のために

行う取組の支援に努める。  

（３）障がい者就労施設等の受注機会増大のための措置  

障がい者就労施設等から物品等を調達しようとする機関は、適正な価格、機能及び品 

質を確保しつつ、次の観点についても配慮することとする。 

ア 物品等の調達の必要性が新たに生じた場合には、障がい者就労施設等からの調達の可

能性について検討するように努める。  

イ 物品等の調達に際しては、可能な限りその仕様を明確化するとともに、障がい者就労

施設等の特性に配慮した納期の設定に努めるとともに、調達する物品等の性能、規格

平成２６年度調達目標額 

物品および役務 ８，５００ 

 



等必要な事項について、障がい者就労施設等に対する十分な説明に努める。  

（４）共同受注窓口の活用 

   物品調達及び役務の受注に際し、調達の公平性の観点から、城陽市障害者就労促進授

産支援ネットワーク（あんだんて）を受注窓口として活用することを推進する。 

 

 

第７ 調達方針及び調達実績の公表  

（１）本方針を策定又は見直したときは、市ホームページ等により公表する。  

（２）調達実績については、年度終了後、物品等の調達の実績を取りまとめ、その概要を

市ホームページ等により公表する。  

 

第８ その他  

（１）障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進に資するように、必要に応じて、本

方針の見直しを行うものとする。  

（２）当該調達方針の担当窓口は、福祉保健部福祉課とする。 

 


